
 

 

        登 記 申 請 書 
 
登 記 の 目 的   ２番抵当権抹消 
 
原       因   平成２８年８月３０日解除     
 
権   利   者   大阪市福島区海老江五丁目〇番〇号 
               田中花子 
義   務   者   東京都江東区枝川一丁目〇番〇号 
               株式会社〇〇銀行 
               （会社法人等番号 ０１０６－０１－〇〇〇〇〇〇） 
                 代表取締役 田中一郎 
 
添  付  書  面   登記原因証明情報 登記識別情報 代理権限証書  
            会社法人等番号  
 
登記義務者の代表者山田一郎の代表権限は消滅している。 
代表権限を有していた時期は平成２６年４月１日から平成３０年９月３０日までである。 
 
令和元年〇月〇日 大阪法務局 〇〇出張所 御中 
 
代   理   人   大阪市福島区海老江五丁目２番２号大拓ビル７Ｆ 
               司法書士 前川郁子 
               ＴＥＬ ０６－４２５６－７５９５ 
 
登 録 免 許 税   金２，０００円 
 
 
不 動 産 の 表 示 

 


